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(57)【要約】
【課題】セラミックからなるパッケージ本体の表面に形
成した平面視が矩形枠状のメタライズ層上に金属製の蓋
板をロウ材を介して接合しても、該ロウ材の一部が蓋板
の上面に這い上がりにくく、且つ上記蓋板の熱変形によ
る応力を緩和して、パッケージ本体のセラミックに破損
が生じにくいセラミックパッケージを提供する。
【解決手段】アルミナなどのセラミックからなり、平面
視の外形が矩形状の表面３および裏面５と、該表面３お
よび裏面５の各辺間に位置する四つの側面６とを含むパ
ッケージ本体２ａと、該パッケージ本体２ａの表面３側
に開口し且つ平面視が矩形状のキャビティ(開口部)７と
、を備えたセラミックパッケージ１ａであって、上記矩
形状を呈する表面３の四つの隅部には、該隅部ごとを挟
んで隣接する２つの辺状の表面３ごとの最高位置Ｍ１，
Ｍ２を基準面として、かかる２つの基準面Ｍ１，Ｍ２よ
りも上記パッケージ本体２ａの裏面側５に垂れ下がった
垂れ下がり面部４ａを設けてなる、セラミックパッケー
ジ１ａ。
【選択図】　図１



(2) JP 2015-159204 A 2015.9.3

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　セラミックからなり、平面視の外形が矩形状の表面および裏面と、該表面および裏面の
各辺間に位置する四つの側面とを含むパッケージ本体と、
　上記パッケージ本体の表面側に開口し且つ平面視が矩形状の開口部と、を備えたセラミ
ックパッケージであって、
　上記矩形状を呈する表面の四つの隅部には、該隅部ごとを挟んで隣接する２つの辺状の
表面ごとの最高位置を基準面として、かかる２つの基準面よりも上記パッケージ本体の裏
面側に垂れ下がった垂れ下がり面部を設けてなり、
　上記垂れ下がり面部は、平面視における上記パッケージ本体の隣接する２つの側面同士
の交点と、上記開口部における隣接する２つの内面同士の交点とを通過する内外方向に沿
った基準線上において、該基準線と交差する最外部と最内部との全長における該最外部の
位置から１０％以上の位置までに設けられている、
　ことを特徴とするセラミックパッケージ。
【請求項２】
　前記パッケージ本体における矩形状の表面には、該表面の四隅に位置する前記垂れ下が
り面部を含めて、メタライズ層および金属メッキ層が被覆されている、
　ことを特徴とする請求項１に記載のセラミックパッケージ。
【請求項３】
　前記金属メッキ層の上方には、ロウ材を介して金属製の蓋板が接合されている、
　ことを特徴とする請求項２に記載のセラミックパッケージ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全体が箱形状を呈するパッケージ本体と、該本体の表面に開口するキャビテ
ィなどの開口部とを備え、追って該開口部内に各種の素子を実装した後、上記開口部を金
属製の蓋板で封止されるセラミックパッケージに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、セラミックからなり、全体が箱形状を呈する絶縁基体の表面に開口する凹部内
に電子部品を実装した後、該凹部の開口部を囲む矩形枠状の表面に予め形成した封止用メ
タライズ層の上に、ロウ材を介して金属蓋体をシーム溶接により正確且つ強固に接合して
気密信頼性を高めて、上記凹部内に実装した電子部品を長期間にわたり正常に作動させる
ため、平面視が矩形枠状である上記封止用メタライズ層の各辺をそれらの長さ方向におい
て凹状に反らせた電子部品収納用パッケージが提案されている（例えば、特許文献１参照
）。
【０００３】
　しかし、前記電子部品収納用パッケージのように、セラミックからなる絶縁基体の表面
上に形成された平面視が矩形枠状の封止用メタライズ層を、その各辺を長さ方向において
凹状に反らせた場合、該メタライズ層の四隅付近が上方に盛り上がっている。そのため、
該メタライズ層のロウ材を介して金属蓋体をシーム溶接により接合した際に、該ロウ材の
一部が上記四隅付近において金属蓋体の外側面を回り込んだ後、該金属蓋体の上面に這い
上がり易い、という不具合を招く場合があった。また、上記シーム溶接時における金属蓋
体の加熱による膨張と、その後の冷却に伴う収縮とによる該金属蓋体の熱変形により、上
記ロウ材を介して絶縁基体の表面付近のセラミックに応力が生じることよって、該セラミ
ックにクラックなどの破損を招く場合もあった。更に、前記電子部品収納用パッケージの
ように、封止用メタライズ層の四隅付近が上方に盛り上がり、且つ各辺の長さ方向におけ
る中央部が凹んだ形態である場合、前記シーム溶接時に用いる一対のローラ電極を各隅部
の上記メタライズ層上に正確にセットして下向きに押し付けにくい、という不具合もあっ
た。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第３１４０４３９号公報（第１～５頁、図１～４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、背景技術で説明した不具合などを解決し、セラミックからなるパッケージ本
体の表面に形成した平面視が矩形枠状のメタライズ層の上に金属製の蓋板をロウ材を介し
て接合しても、該ロウ材の一部が前記蓋板の上面に這い上がりにくく、且つ上記蓋板の熱
変形による応力を緩和して、パッケージ本体のセラミックに破損が生じにくいセラミック
パッケージを提供する、ことを課題とする。
【課題を解決するための手段および発明の効果】
【０００６】
　本発明は、前記課題を解決するため、セラミックからなるパッケージ本体の表面に開口
するキャビティなどの開口部を囲む平面視が矩形枠状の前記表面において、該表面の四隅
における外側領域に各隅部がパッケージ本体の裏面側に垂れ下がる垂れ下がり面部を形成
する、ことに着想して成されたものである。
　即ち、本発明のセラミックパッケージ（請求項１）は、セラミックからなり、平面視の
外形が矩形状の表面および裏面と、該表面および裏面の各辺間に位置する四つの側面とを
含むパッケージ本体と、該パッケージ本体の表面側に開口し且つ平面視が矩形状の開口部
と、を備えたセラミックパッケージであって、上記矩形状を呈する表面の四つの隅部には
、該隅部ごとを挟んで隣接する２つの辺状の表面ごとの最高位置を基準面として、かかる
２つの基準面よりも上記パッケージ本体の裏面側に垂れ下がった垂れ下がり面部を設けて
なり、該垂れ下がり面部は、平面視における上記パッケージ本体の隣接する２つの側面同
士の交点と、上記開口部における隣接する２つの内面同士の交点とを通過する内外方向に
沿った基準線上において、該基準線と交差する最外部と最内部との全長における該最外部
の位置から少なくとも１０％以上の位置までに設けられている、ことを特徴とする。
【０００７】
　これによれば、平面視が矩形（枠）状である前記表面の四つの隅部には、該隅部ごとを
挟んで隣接する２つの辺状の表面ごとの最高位置を基準面として、当該２つの基準面より
も前記パッケージ本体の裏面側に垂れ下がった垂れ下がり面部を設けられ、該垂れ下がり
面部は、平面視で上記パッケージ本体において隣接する二つの側面同士の交点側あるいは
該二つの側面の延長線同士の交点側が最下部となっている。そのため、後述するように、
上記表面上に予め被覆したメタライズ層および金属メッキ層の上方に、追って、ロウ材を
介して金属製の蓋板を接合した際に、上記表面の四隅付近に位置する四つの垂れ下がり面
部の真上には、上記ロウ材の溜まり領域が形成され、かかる溜まり領域を四隅付近に含む
矩形枠状のロウ材層を介して上記蓋板が接合（ロウ付け、またはシーム溶接）される。
　その結果、上記蓋板をその上面側からロウ材層側に向けて押しつつ上記接合をしても、
該ロウ材の一部が上記蓋板の上面に這い上がりにくくすることができる。
　しかも、上記接合時における上記蓋板の熱膨張および冷却収縮に伴って生じる応力を、
該応力が最も作用し易いパッケージ本体の表面における四隅付近ごとに位置している前記
垂れ下がり面部の真上のロウ材溜まり領域によって緩和することができる。そのため、上
記応力を受けても、パッケージ本体の表面の四隅付近におけるセラミックにクラックなど
の破損を確実に防止することができる。
　従って、前記開口部内に実装した各種の素子を長期間にわたり正常に作動させ得る気密
信頼性の高いセラミックパッケージを提供することが可能となる。
【０００８】
　尚、前記セラミックは、例えば、アルミナなどの高温焼成セラミック、あるいはガラス
－セラミックなどの低温焼成セラミックである。
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　また、開口部には、例えば、全体が直方体形状のキャビティ、あるいは凹曲面などから
なる凹部が含まれ、前記キャビティの場合、その底面には、例えば、水晶振動子などの素
子を実装するための一対以上（複数）の電極が形成されている。
　更に、前記辺状の表面ごとの最高位置とは、各辺ごとの表面の表層における凹凸面のう
ち、最も上方に位置する凸面の頂部付近である。かかる基準面となる最高位置を得るには
、前記辺状の表面ごとを側面視した際に、該表面を含む側面において、パッケージ本体の
裏面を基準として、複数の凸部のうち、該裏面から最も離れた位置の凸部を含む平面を前
記基準面とした。但し、上記側面視した際において、パッケージ本体の裏面が上向きに反
っている場合には、側面視における裏面の両端を結ぶ仮想線を含む仮想平面を基準として
、該仮想線から最も離れた位置の凸部を含む平面を前記基準面とした。
　また、前記垂れ下がり面部は、平面視でパッケージ本体の隣接する二つの側面同士の交
点側、あるいは該二つの側面の延長線同士の交点側が最下部となり、例えば、側面視が上
向きの凸の緩くカーブした曲面、または単一の傾斜面を呈する。
　更に、前記垂れ下がり面部は、平面視において、前記キャビティ側に位置する最内側の
辺が隅側に凸または凹の曲線であるか、あるいは、隣接する２つの側面間と斜めに交差す
る傾斜した直線である。
【０００９】
　また、前記垂れ下がり面部は、前記基準線と交差する最外部と最内部との全長にて、望
ましくは、該最外部の位置から２０％以上内側の位置まで、より望ましくは、該最外部の
位置から３０％以上内側の位置までに設けられる。尚、最も内側の位置は、上記全長と同
じ１００％であるが、該１００％の場合には、垂れ下がり面部と隣接する２つの辺状の表
面との境界は、該２つの辺状の表面側ごとに分割された形態も含まれる。
　更に、前記垂れ下がり部面は、例えば、前記パッケージ本体を構成する複数のグリーン
シートを積層した後、熱圧着する際の押圧治具を工夫するか、あるいは多数個取り用のグ
リーンシート積層体に個片化用の分割溝を縦横方向に沿ってレーザ加工により形成する際
に、縦横の分割溝同士が交差する位置付近の加工条件を、該交差部付近以外の位置におけ
る加工条件と相違させることで形成される。
　また、前記内外方向とは、平面視したパッケージ本体において、前記四辺の側面を外側
とし、且つ前記開口部の中央部を内側とする方向である。
　更に、前記基準線、二つの交点、あるいは位置は、仮想の線または点である。
　加えて、前記セラミックパッケージは、該パッケージを平面視で縦横ごとに隣接して併
設した製品領域と、該製品領域の周囲に位置し且つ前記セラミックからなる耳部とを併有
する多数個取りの形態として提供しても良い。
【００１０】
　また、本発明には、前記パッケージ本体における矩形状の表面には、該表面の四隅に位
置する前記垂れ下がり面部を含めて、メタライズ層および金属メッキ層が被覆されている
、セラミックパッケージ（請求項２）も含まれる。
　これによれば、四隅付近に位置する前記垂れ下がり面部を含めた矩形（枠）状の表面上
に、メタライズ層および金属メッキ層が順次被覆されている。そのため、少なくとも表層
側の金属メッキ層上にロウ材を介して、次述する金属製の蓋板を直に接合（ロウ付け、あ
るいは所謂ダイレクトシーム）できると共に、その際において、前述したロウ材の蓋板の
上面への這い上がりや、上記接合時に生じる熱応力によるセラミックの破損をなくするか
、確実に抑制することが可能となる。
　尚、前記メタライズ層には、前記パッケージ本体が高温焼成セラミックである場合には
、ＷまたはＭｏなどを主成分とする金属が用いられ、低温焼成セラミックである場合には
、ＣｕまたはＡｇなどを主成分とする金属が用いられる。
　また、前記金属メッキ膜は、例えば、下層側のＮｉメッキ膜および上層側のＡｕメッキ
膜からなる。
【００１１】
　更に、本発明には、前記金属メッキ層の上方には、ロウ材を介して金属製の蓋板が接合
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されている、セラミックパッケージ（請求項３）も含まれる。
　これによれば、四隅付近ごとに位置する前記垂れ下がり面部を含めた矩形（枠）状の前
記表面上において、順次被覆されメタライズ層および金属メッキ層の上に、四隅付近に溜
まり領域を含むロウ材層を介して金属製の蓋板が接合されている。そのため、前述したロ
ウ材の蓋板の上面への這い上がりや、上記接合時に生じる熱応力によるセラミックの破損
をなくすか、確実に抑制することができる。従って、前記開口部内に実装した各種の素子
を長期間にわたり正常に作動させる気密信頼性の高いセラミックパッケージを提供するこ
とができる。
　尚、前記ロウ材には、例えば、Ａｇロウ（Ａｇ－１５％Ｃｕ）が用いられる。
　また、前記蓋板は、例えば、４２アロイ（４２％Ｎｉ－Ｆｅ）、コバール（Ｆｅ－２９
％Ｎｉ－１７％Ｃｏ）、１９４合金（Ｃｕ－２．３％Ｆｅ－０．０３％Ｐ）、あるいはス
テンレス鋼からなる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明による一形態のセラミックパッケージを示す斜視図。
【図２】上記セラミックパッケージの平面図。
【図３】（Ａ）は図２中の矢印Ａで示す隅部付近の上記パッケージを示す部分斜視図、（
Ｂ）は該隅部付近を示す平面図。
【図４】図２中のＸ－Ｘ線の矢視に沿った垂直断面図。
【図５】図４中の一点鎖線部分Ｙを示す拡大断面図。
【図６】上記パッケージの表面の上方に蓋板を接合した状態を示す垂直断面図。
【図７】図６中の一点鎖線部分Ｚを示す拡大断面図。
【図８】（Ａ）は異なる形態の垂れ下がり部を示す前記同様の部分斜視図、（Ｂ）は更に
異なる形態の垂れ下がり部を示す上記同様の部分斜視図。
【図９】異なる形態のセラミックパッケージを示す平面図。
【図１０】（Ａ）は上記パッケージに用いた垂れ下がり部を示す前記同様の部分斜視図、
（Ｂ），（Ｃ）は異なる形態の垂れ下がり部を示す上記同様の部分斜視図。
【図１１】以上とは別形態の垂れ下がり部を示す前記同様の部分平面図。
【図１２】更に別形態の垂れ下がり部を示す前記同様の部分平面図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下において、本発明を実施するための形態について説明する。
　図１は、本発明による一形態のセラミックパッケージ（以下、単にパッケージと称する
）１ａを示す斜視図、図２は、該パッケージ１ａの平面図である。
　上記パッケージ１ａは、図１，図２に示すように、セラミックからなり全体が箱形状を
呈するパッケージ本体２ａと、該パッケージ本体２ａの表面３側の中央側に開口するキャ
ビティ（開口部）７と、を備えている。
　上記パッケージ本体２ａは、例えば、アルミナなどの高温焼成セラミック、あるいはガ
ラス－セラミックなどの低温焼成セラミックからなり、平面視の外形が長方形（矩形）状
の表面３および裏面５と、これらの四辺間に位置する四つの側面６とを含んでいる。上記
表面３は、平面視で全体が矩形枠状を呈し、その四隅付近に隣接する二つの側面６の延長
線同士の交点側が最下位置となる平面視で扇形状の垂れ下がり面部４ａを備えている。尚
、上記裏面５は、平坦面である。
　また、隣接する二つの前記側面６同士の間ごとには、垂直方向に沿って平面視が円弧形
状の凹溝１０が垂直方向に沿って形成されている。
【００１４】
　図１，図２に示すように、四隅付近の垂れ下がり面部４ａを含む前記表面３のほぼ全面
、および四隅の凹溝１０の全面には、後述するメタライズ層（１１）と下層側のメッキ層
（１２）とを介して、表層側のメッキ層１３が被覆されている。
　更に、前記キャビティ７は、平面視が長方形（矩形）状の底面８と、その四辺から表面
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３側に立設した内面９と、隣接する二つの該内面９間ごとの内隅に位置する曲面９ａとか
らなる。上記底面８には、一対の電極１４が形成されている。
　上記電極１４には、前記パッケージ本体２ａが高温焼成セラミックである場合には、Ｗ
またはＭｏなどを主成分とする金属が用いられ、低温焼成セラミックである場合には、Ｃ
ｕまたはＡｇなどを主成分とする金属が用いられると共に、その表面には、後述するメッ
キ層（１２，１３）が被覆されている。
　尚、上記電極１４は、キャビティ７の底面８とパッケージ本体２ａの裏面５との間を貫
通するビア導体（図示せず）を介して、上記裏面５に形成された複数の外部接続端子（図
示せず）と個別に導通可能とされている。上記ビア導体および外部接続端子も、前記同様
の金属からなり、このうち、外部接続端子の表面には前記同様のメッキ層が被覆されてい
る。
【００１５】
　図２中の矢印Ａで例示する前記パッケージ本体２ａの四隅ごとには、図３（Ａ）に示す
ように、平坦な表面３、隣接する二つの側面６、および凹溝１０に囲まれ、平面視で全体
が扇形状を呈し、側面視が上向きの凸の曲面からなる前記垂れ下がり面部４ａが位置して
いる。
　かかる垂れ下がり面部４ａは、図３（Ｂ）に示すように、その隅部を挟んで隣接する二
つの辺状の表面３，３ごとの最高位置Ｍ１，Ｍ２を基準面とした際に、これらよりもパッ
ケージ本体２ａの前記裏面５側に垂れ下がっている。しかも、該垂れ下がり面部４ａは、
平面視で隣接する二つの側面６の延長線同士の交点Ｖと、前記キャビティ７において隣接
する二つの内面９の延長線同士の交点Ｕとを通過する基準線Ｌ上において、該基準線Ｌと
交差する最外部と最内部との全長Ｗ１に対し、前記最外部から該全長Ｗ１の少なくとも１
０％以上の範囲内の内側の位置Ｓまでの間に設けられている。即ち、基準線Ｌと交差する
垂れ下がり面部４ａの内外方向の長さＷ２は、上記全長Ｗ１の１０％～１００％の範囲内
にある。
　尚、上記長さＷ２は、望ましくは、上記全長Ｗ１の２０％～９０％、より望ましくは、
上記全長Ｗ１の３０％～８０％の範囲内である。
【００１６】
　前記図２中のＸ－Ｘ線の矢視に沿った垂直断面図の図４、および該図４中の一点鎖線部
分Ｙを拡大した図５に示すように、パッケージ本体２ａの表面３、垂れ下がり面部４ａ、
および凹溝１０の上には、メタライズ層１１、および金属メッキ１２，１３が順次被覆さ
れている。上記メタライズ層１１も、前記パッケージ本体２ａが高温焼成セラミックであ
る場合には、ＷまたはＭｏなどを主成分とする金属が用いられ、低温焼成セラミックであ
る場合には、ＣｕまたはＡｇなどを主成分とする金属が用いられ、例えば、約５～４０μ
ｍの厚みを有する。
　また、下層（下地）側の金属メッキ層１２は、例えば、厚みが約１～１０μｍのＮｉメ
ッキ膜からなり、表層側の金属メッキ層１３は、例えば、厚みが約０．１～１．２μｍの
Ａｕメッキ膜からなる。
　尚、前記メタライズ層１１、および金属メッキ１２，１３は、パッケージ本体２ａの裏
面５側に沿っても位置しており、かかる部分は、例えば、本パッケージ１ａを図示しない
マザーボードの表面に搭載する際の接合に利用される。
【００１７】
　前記のようなパッケージ１ａは、例えば、以下のようにして製造された。
　平面視で縦横に複数のパッケージ領域を併有する多数個取り用のグリーンシートを複数
枚用意し、これらの一部のグリーンシートにおけるパッケージ領域ごとの平面視の中央部
に打ち抜き加工を施して、平面視が矩形状の貫通孔を形成すると共に、残部の平坦なグリ
ーンシートにおけるパッケージ領域ごとの適所に打ち抜き加工を施して、比較的小径のビ
アホールを形成した。
　次に、上記矩形状の貫通孔がパッケージ領域ごとに形成された一部のグリーンシートの
表面全体に対し、Ｗ、Ｍｏ、Ｃｕ、またはＡｇ粉末などを含む導電性ペーストをスクリー
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ン印刷して、未焼成の前記メタライズ層１１を形成した。
　一方、残部の上記ビアホールがパッケージ領域ごとに形成されたグリーンシートのビア
ホールごとに上記同様の導電性ペーストを充填して未焼成のビア導体を形成した後、該ビ
ア導体ごとの上端面および下端面が露出するパッケージ領域ごとの表面および裏面に上記
同様の導電性ペーストをスクリーン印刷して、未焼成の前記電極１４および外部接続端子
を形成した。
【００１８】
　次いで、上記２種類のグリーンシート複数枚を定盤の上で積層した後、得られたグリー
ンシート積層体の表面に下向きの押圧治具を押し付けつつ熱圧着した。この際、最上層の
グリーンシートにおいて互いに隣接する四つのパッケージ領域間を区画する縦横の境界線
が交差する位置付近ごとには、上記押圧治具の凹圧面を工夫して、四個の垂れ下がり面部
４ａを形成した。
　更に、上記縦横の境界線が交差する位置を中心として、前記グリーンシート積層体の表
面と裏面との間に断面円形の貫通孔を形成した後、該貫通孔ごとの内壁面に沿って前記同
様の導電性ペーストを円筒形状に塗布した。次いで、前記縦横の境界線ごとに沿って、表
面側から切断刃の挿入あるいはレーザ加工を施して、平面視が格子形状で且つ一定の深さ
の分割溝を形成した
　加えて、以上のようなグリーンシート積層体を焼成した後、得られた多数個取り用のパ
ッケージ集合体を、Ｎｉメッキ用およびＡｕメッキ用の電解メッキ槽ごとに順次浸漬し、
この際、上記集合体の周辺に予め設けたメッキ電極を活用して、前記メタライズ層１１や
電極１４などの表面に、Ｎｉメッキ膜１２およびＡｕメッキ膜１３を所要の厚みで順次被
覆した。
　最後に、上記パッケージ集合体を、前記分割溝に沿って剪断加工して個片化を行うこと
によって、前記パッケージ１ａを複数個同時に得ることができた。
【００１９】
　図６は、前記パッケージ１ａの表面３上などに位置する金属メッキ層１２，１３の上方
に、ロウ材１６を介して、金属製の蓋板１８を接合した状態を示す垂直断面図、図７は、
図６中の一点鎖線部分Ｚの拡大図である。
　図６，図７に示すように、予め、キャビティ７の底面８上に形成された一対の電極１４
上に、図示しないロウ材を介して、例えば、水晶振動子１５を実装した後、金属メッキ層
１３の上に、予め平面視でパッケージ本体２ａの表面３と相似形状とした矩形枠状のロウ
材１６を載置し、更に、該ロウ材１６の上に金属製の蓋板１８を載置した。尚、該蓋板１
８は、例えば、コバールからなる平板である。
　次いで、上記ロウ材１６および蓋板１８が載置されたパッケージ１ａを、該蓋板１８を
下向きに加圧しつつ、図示しない加熱炉内に挿入して、所定温度帯で加熱した。その結果
、上記ロウ材１６は、全体が軟化し且つ表層部が溶融状態となって、上記蓋板１８をＡｕ
メッキ層１３の上方にロウ付け（接合）できた。その後、該ロウ材１６は、上記加熱炉か
ら取り出されると冷却された。
【００２０】
　図７に示すように、前記ロウ材１６は、パッケージ本体２ａの前記垂れ下がり面部４ａ
ごとの真上において、該ロウ材１６の溜まり領域１６ａを形成していた。その結果、該ロ
ウ材１６の凹んだ曲面からなる外側面１７は、前記蓋板１８の側面の中間付近が最上端と
なり、該蓋板１８の上面に這い上がっていなかった。
　更に、前記ロウ材１６の加熱および冷却に連れて、前記蓋板１８も平面方向および厚み
方向に沿って熱膨張および冷却収縮を行っていた。かかる蓋板１８の熱変形に伴って生じ
る応力も、上記ロウ材１６の溜まり領域１６ａによって緩和された。その結果、上記応力
が最も顕著に生じ易い上記蓋板１８の四隅付近の真下に位置するパッケージ本体２ａの前
記垂れ下がり面部４ａごと、およびこれらに隣接する表面３のセラミックにクラックなど
の局部的な破損が生じなかった。
　尚、前記ロウ付けに替えて、一対のローラ電極を前記蓋板１８における対向する二辺ご
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とに沿って、下向きに押し付けつつ転動させるシーム溶接を行っても、上記同様に、ロウ
材１６の這い上がりと、表面３のセラミックの破損とを防止できる。かかる方法において
は、上記一対のローラ電極を、前記蓋板１８における対向する二辺ごとの全長に沿って、
容易且つ確実に転動させることができる。
【００２１】
　また、前記パッケージ本体２ａの垂れ下がり面部４ａに替えて、図８（Ａ）に示すよう
に、平面視で全体が扇形状を呈し且つ側面視で上向きに凸の曲面からなる垂れ下がり面部
４ｂをパッケージ１ａに用いても前記同様の作用が成される。
　更に、図８（Ｂ）に示すように、平面視で全体が扇形状を呈し且つ側面視が単一の傾斜
面からなる垂れ下がり面部４ｃを前記パッケージ１ａに用いても前記同様の作用が成され
る。該垂れ下がり面部４ｃは、図８（Ｂ）中の直線の破線で示すように、表面３との境界
線を平面視で斜めの直線にした形態としても良い。
【００２２】
　以上のようなパッケージ１ａによれば、パッケージ本体２ａの表面３上に被覆したメタ
ライズ層１１および金属メッキ層１２，１３の上方に、ロウ材１６を介して金属製の蓋板
１８を接合した際に、上記表面３の四隅付近に位置する四つの垂れ下がり面部４ａの真上
には、上記ロウ材１６の溜まり領域１６ａが形成され、該溜まり領域１６ａを四隅付近に
含む矩形枠状のロウ材層１６を介して、上記蓋板１８が接合される。その結果、上記蓋板
１８をその上面側からロウ材層１６側に向けて押しつつ前記接合を行っても、該ロウ材１
６の一部が上記蓋板１８の上面に這い上がる事態を容易に防止することができる。
　更に、上記接合時における上記蓋板１８の熱膨張および冷却収縮に伴って生じる応力を
、該応力が最も作用し易いパッケージ本体２ａの表面３における四隅付近ごとに位置して
いる垂れ下がり面部４ａごとの真上のロウ材１６の溜まり領域１６ａによって緩和される
。そのため、上記応力を受けても、パッケージ本体２ａの表面３付近におけるセラミック
にクラックなどの破損が生じにくくし得る。
　従って、前記キャビティ（開口部）７内に実装した前記振動子１５などの素子を長期間
にわたって正常に作動させる気密信頼性の高いセラミックパッケージ１ａを提供すること
が可能となる。
【００２３】
　図９は、異なる形態のパッケージ１ｂを示す平面図、図１０（Ａ）は、そのパッケージ
本体２ｂの表面３における隅部付近を例示する部分斜視図である。
　上記パッケージ１ｂは、図９に示すように、前記同様の表面３、裏面５、側面６、キャ
ビティ（開口部）７、メタライズ層１１、金属めっき層１２，１３、および電極１４など
を有しているが、そのパッケージ本体２ｂの表面３における四隅付近には、前記凹溝１０
がなく、隣接する二つの側面６同士の垂直辺が平面視の隅となっている。そのため、図１
０（Ａ）に示すように、パッケージ本体２ｂの表面３の四隅付近ごとには、平面視が四分
の一の円形である扇形状を呈し、且つ側面視が上向きに凸の曲面からなる垂れ下がり面部
４ｄが位置している。
【００２４】
　前記のようなパッケージ１ｂも前記と同様の方法によって製造される。
　以上のようなパッケージ１ｂによっても、前記蓋板１８を接合した際において、前記パ
ッケージ１ａと同様な作用が成されると共に、前記と同様な効果を奏することが可能であ
る。
　尚、図１０（Ｂ）に示すように、前記垂れ下がり面部４ｄに替えて、パッケージ本体２
ｂの表面３の四隅付近ごとに、平面視が円形の四分の一の扇形状を呈し、且つ側面視が下
向きに凸の曲面からなる垂れ下がり面部４ｅにしても良い。
　更に、図１０（Ｃ）に示すように、平面視が円形の四分の一の扇形状を呈し、且つ側面
視が単一の傾斜した直線の単一面からなる垂れ下がり面部４ｅにしても良い。該垂れ下が
り面部４ｆは、図１０（Ｃ）中の直線の破線で示すように、表面３との境界線を平面視で
斜めの直線にした形態としても良い。
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【００２５】
　図１１は、前記各形態とは別形態の垂れ下がり面部４ｇを示す部分平面図である。図１
１に示すように、前記同様の基板本体２ａの平面視における隅部において、垂れ下がり面
部４ｇは、前記同様の基準線Ｌと交差する最外部と最内部との全長Ｗ１に対し、上記基準
線Ｌと交差する最外部と最内部（交点Ｓ）との全長Ｗ２とが共通していると共に、隣接す
る２つの辺状の表面３ごととの境界線Ｒが、平面視でキャビティ７における内面９，９間
の曲面９ａの中央部に接している。かかる扇形状の垂れ下がり面部４ｇは、凹溝１０側を
最低位置とする前記同様の傾斜面あるいは曲面である。
【００２６】
　図１２は、前記各形態とは更に別形態の垂れ下がり面部４ｈを示す部分平面図である。
図１２に示すように、前記同様の基板本体２ａの平面視における隅部において、垂れ下が
り面部４ｈは、前記同様の基準線Ｌと交差する最外部と最内部との全長Ｗ１に対し、上記
基準線Ｌと交差する最外部と最内部との全長Ｗ２とが共通している。更に、垂れ下がり面
部４ｈと隣接する２つの辺状の表面３ごととの境界線Ｒは、該２つの表面３，３ごとに２
分割され、該境界線Ｒと上記基準線Ｌとが交差すべき交点Ｓは、上記２つの境界線Ｒ間を
接続する仮想の曲線ｒと交差している。かかる扇形状の垂れ下がり面部４ｈも、凹溝１０
側を最低位置とする前記同様の傾斜面あるいは曲面である。
　以上のような垂れ下がり面部４ｇ，４ｈによっても、キャビティ７の開口部に前記蓋板
１８を接合した際において、前記パッケージ１ａと同様な作用が成されると共に、前記と
同様な効果を奏することが可能である。
　尚、前記垂れ下がり面部４ｇ，４ｈは、四隅ごとに凹溝１０のないパッケージ本体２ｂ
を備えた前記セラミックパッケージ１ｂにも適用可能である。
【００２７】
　本発明は、以上において説明した各形態に限定されるものではない。
　例えば、前記パッケージ本体２ａ，２ｂの表面３および裏面５の平面視による外形は、
正方形（矩形）状であっても良い。
　また、前記垂れ下がり面部４ａ～４ｆは、平面視におけるパッケージ本体２ａ，２ｂの
表面３との境界線が、各隅部側に凸とした円弧形状の曲線であっても良い。
　更に、前記パッケージ本体２ａ，２ｂの表面３における四辺の表面３の中間部には、該
辺ごとの長手方向において、その側面６側に平面視が半円形状あるいはは半楕円形状を呈
して位置し且つその側面６側の中央部が裏面５側に垂れ下がった単数または複数の垂れ下
がり面部を有していても良い。
　また、前記パッケージ本体２ａ，２ｂは、それらの裏面５にも、前記同様のキャビティ
７や凹部などの開口部が更に配置されている形態としても良い。
　更に、前記垂れ下がり面部は、該垂れ下がり面部を挟む２つの前記辺状の表面３の隣接
する側面６に沿った長さが異なっている場合には、該２つの長さのうち短い方を基準とし
て、前記最外部から１０％以上の範囲で配設される。
　また、前記ロウ材１６は、Ａｇロウ以外からなるものであっても良い。
　加えて、前記蓋板１８は、平面視が矩形の平板と、該平板の四辺に沿って下向きの垂直
壁とからなる全体が平坦な箱形状を呈する形態であっても良い。
【産業上の利用可能性】
【００２８】
　本発明によれば、セラミックからなるパッケージ本体の表面に形成した平面視が矩形枠
状のメタライズ層の上に金属製の蓋板をロウ材を介して接合しても、該ロウ材の一部が前
記蓋板の上面に這い上がりにくくできると共に、上記蓋板の熱変形による応力を緩和して
、パッケージ本体のセラミックが破損しにくいセラミックパッケージを提供できる。
【符号の説明】
【００２９】
　１ａ，１ｂセラミックパッケージ
　２ａ，２ｂパッケージ本体
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　３……………表面
　４ａ～４ｆ…垂れ下がり面部
　５……………裏面
　６……………側面
　７……………キャビティ（開口部）
　１１…………メタライズ層
　１２，１３…金属メッキ層
　１６…………ロウ材
　１８…………金属製の蓋板
　Ｍ１，Ｍ２…最高位置
　Ｖ，Ｕ………交点
　Ｌ……………基準線
　Ｓ……………垂れ下がり面部の内側の位置

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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